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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
第
百
九
十
二
回
臨
時
国
会
に
お
け
る
安
倍
総
理
の
所
信
表
明
演
説
で
の
憲
法
に
か
か
る
発
言

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
第
百
九
十
二
回
臨
時
国
会
に
お
け
る
安
倍
総
理
の
所
信
表
明
演
説
で
の
憲
法
に
か
か
る

発
言
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
そ
の
案
を
国
民
に
提
示
す
る
」
と
は
、
憲
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
、
憲
法
の
改
正
は
国
会
が
国
民

に
提
案
す
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

憲
法
改
正
原
案
の
国
会
へ
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
、
国
会
議
員
は
、
憲
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
国
会
に

憲
法
改
正
を
発
議
す
る
権
能
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
可
能
で
あ
り
、
内
閣
は
、
憲
法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、

議
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。


